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成 23年  6月 2 0日

専決処分 (契約変更)の報告について
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専 決 処分 (工事 請 負契約 の変 更 )に つ いて

1  件  名

都市計画道路補 助第 2 6 4号 線 (三和橋 付近 )橋 梁架替 (その 6 )工 事

2  契 約 の相 手

東京都渋 谷区千 駄 ヶ谷 四丁 目 2 5番 2号

株 式会 社 フジ タ

代表取 締役  上  国  卓  司

代理人  東 京 都 渋谷 区千 駄 ヶ谷 四丁 目 2 5番 2号

株 式会社 フジ タ東京支 店

取 締役 常 務執行役 員 支 店長  中  井  博  正

3  変 更 内容

( 1 )変 更前契約金額 及 び工期

8億 3 2 5万 円

6 0 0日 間

( 2 )変 更後 契約金 額 及 び工 期

8 億 4 3 1 万6 , 8 0 0 円

6 3 0日 間

4  変 更理 由

( 1 )コ ンク リー ト製 の障害物 が あ り、工 事 の施 行 に支障 とな った ため、撤 去 及

び処分 した。

( 2 )既 設橋 台の撤 去 にあた り、新橋 の橋 台下部 の地盤強度 を確保 す る必要 が 生

じたため、地盤 改 良を行 った。

( 3 )本 工事 の施行 にあた り、 河川管 理者 が保有 す る水深 に関す る情 報 を元 に、

航路 を確 保す るため の浚 漢 作 業 を予定 して い たが、実際 には、船舶 の航 行 が

可能 な水 深 であ った ため、取 り止 め た。

( 4 )地 盤改 良や障害物 の撤 去 を追加 で行 ったため、工期 を延長 した。



疹

忽

泌

洲

―

ふ
ハ
押
小
―
羊
Ｋ
矩
翌

卜
阻

杢

ｐ
ヽ
ば
脚

Ｎ
皿
ト
ーーー
田
霊
伸
糸
ば
鞭

側
皿
ト
ーー
日
軍
凶
振
Ｎ

冊
日

（
Ｏ
Ｇ
や
）
榊
郎
熙
蝉

（襲
セ
蝉
震
―――
）
軽
い
さ
へ
賦
Ｓ
躍
整
判
回
統
ほ
嶺

＝
ふ
ハ
押
小
―
準
く
佃
縫



三‖
~1再

|

卜
|
|
|
|
|

憩
憲

報
韻
醍
寵E

盤
黙
ユ

t
ヽ

ふ
ハ
田

皿
ト
ベ
Ｌ
駅

皿
卜
く
に
瑠

帥
Ｈ

（
ｃ
Ｇ
や
）
触
黙
黙
攣

（増
セ
曜
震
―――
）
軽
田ぃ
喜
Ｎ
賦
Ｓ
揮
想
郷
回
統
ほ
希


